
申請手続概要説明シート 

 

申請手続名 金沢市福祉はり、きゅう、マッサージ施術費助成券交付申請 

担当課 健康政策課 

年間受付件数 6,000 件 

申請様式の根拠 金沢市福祉はり、きゅう、マッサージ施術費助成要綱 

申請手段 窓口申請 

本人確認手段 対面＋身分証等の提示 

添付書類  

申請手続の概要 はり、きゅう、マッサージ施術助成券の交付 

 

申請受付後の 

処理フロー 

① 申請者が、本庁、福祉健康センター、市民センターの窓口に来庁 

② 申請書に、申請日、住所、氏名、電話番号及び生年月日を記入し、身

分証明書を提示してもらう 

③ 窓口職員が、対象者は 70歳以上、または 65歳～69歳の場合は一定の

障害を持っているか、確認する 

④ ③の要件を満たしている場合、申請書の助成券番号欄に交付する助成

券番号を転記し、はり、きゅう、マッサージ施術費助成券に、住所、

氏名、生年月日及交付年月日を記入し、交付する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請後の交付等 金沢市福祉はり・きゅう・マッサージ施術費助成券 

担当課検討結果 金券に相当するものを交付するため、現在は本人確認を対面で行い、即時

交付しているが、マイナンバーカードの活用により電子申請を進める。 

検討チーム評価

結果 

 

オンライン化の可否 可 

電子申請を進めるものの、金券に相当するものに対する取扱いであること

から、なりすましによる不正取得や、新たに郵送料が発生することの懸念

がある。 

 



                                                           担当課  健康政策課 

 

はり・灸・マッサ－ジ施術費助成 

 

１．制度概要 

  （１）事業主体  市 

  （２）法的根拠  金沢市福祉はり、きゅう、マッサ－ジ施術費助成要綱 

  （３）趣旨・目的 

       はり、きゅう、マッサ－ジ施術費の一部を助成することで、高齢者の健康増進と 

    福祉の向上を図る。 

（４）制度内容 

      対象者 ①満７０歳以上の者 

                ②満６５歳以上７０歳未満で高齢者の医療の確保に関する法律施行令第３条

別表で定める程度の障害を有する者 

      助成額 助成券１枚につき１，２００円。 

         （負担内訳  市1,200円、利用者1,200円、施術者1,200円） 

      助成券 申請に基づき、１年度１８枚を限度に、月割で交付。 

（５）手続きのフロ－ 

      利用者(助成券で施術を受け、施術所に1200円支払い)→施術所(施術を行い、助成券分を市に請求)→市(施術所へ支払い) 

  （６）変遷 

      平成７年５月制度発足    ９年度  助成券  １２枚→１８枚     

                            １０年度  助成金  １,０００円→１,１００円 

                            １２年度  助成金  １,１００円→１,２００円 

  （７）類似制度、他制度との関連など 

        

２．予算 

    ２年度  ３２，５００千円 (３１年度 ２８，５００千円) 

               財 源：石川県後期高齢者医療広域連合の特別調整交付金 

           ２年度 ２０，６１２千円 

          

３．デ－タ 

     H29 H30 R元 

助成件数(件) 22,687 25,292 29,100 

助成金額(円) 27,224,000 30,350,400 34,920,000 

 

４．最近の動向 

    平成１９年度末に取扱要領を制定し、２０年度から施行。 

 

平成２０年度から、１か月当たりの使用枚数制限を撤廃。 

  平成２４年度より、長寿・健康増進事業（石川県後期高齢者医療広域連合）の特別調

整交付金の対象となった。 

 

５．課題 

    制度開始後１７年を経過し、事業の継続に向け、制度の必要性を具体的に検証してい

く必要がある。 


















